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処 ．分 一庁 ／
山形市福祉事務所長

審査請求人が平成２１年５月１８日付けで提起した生活保護法∇（昭和２５年法律
第１ ４ ４号）における生活保護申請却下決定処分に係る審査請求について、次のと
おりこ裁決する。　　　ト　 ニ　　　　　　　　　　 ＼　　 ▽　　　　　　　 十

主　　　　　　　 文　　 ・････．　　　　　･ ．

▽処 分 庁 が 平 成 ２ １ 年 ４ 月 ３ ０ 日付 け で 審 査 請 求 人 に 対 し て 行 っ た 生 活 保 護申 請

却 下 決 定 処 分 を 取 り 消 す６　．・　．･．･･　　　　　･．　　･．　･･．．　　　　　　　　　　･ ．

（以下I「請 求人」∧とい う6） は、平成２１年 ４月 ３０日

付けで山形市福祉事務所長（以下「処分庁」という。）､が行った生活保護法（以
下「法」という。）に基づく生活保護申請却下決定処分（以下「本件処分」と
いう。）厂について不服を申立てているものである。　　　　へ

２ 一 審 査 請 求 の 理 由　　 ＜　　 ご　　　　　　　　　　　　　　 し

卜 本 件 審 査 請 求 の 理 由 と し て 、請 求 人 は 次 の 点 か ら 本 件 処 分 は 不 当 で あ る と 主

』　　　　　　　　　　　　　　　　　　
。　　　　　　　　　　　　　■　　　　　　・　　　　　　　　　　　　　　　 ｌ

ｊ 張ﾌし て い る も ので あ る 。　　　　 ▽　　 ∇　　　　　　　　　 ＼



（１）請求人は、請求人の友人である （以下「友人」という。）の依頼

ワ

厂
／

に よ り 請 求 人 名 義 め 預 金 口 座 を 作 成 し 、 友 人 に 貸 与 し て お り 、 当 該 預 金 口 座

犬 は 友 人 の 管 理 下 に あ り 友 人 の 給 与 が 入 金 さ れ て い る こ と に つ い て 、友 人 の 上

／　・　　　　　　　　 ■　　■　　　　　　　　　　　　　　 ■　　　　　　　　　　　
・　　　　　　　 、

申 書 そ の 他 の 証 拠 書 類 を 提 出ﾚ し 友 人 を 伺 行 さ せ 処 分 庁 に 対 し 説 明 を 行 っ た/

､に も か か わ ら ず 、 当 該 預 金 自 座 に 入 金 さ れ た 友 人 の 給 与 を 用 い 生 活 保 護 の 要

／ Ｉ　 杏 判 定 を 行 い 申 請 却 下 と し た 本 件 処 分 は 不 当 分 あ る レ　 ダ　　　 レ

（ ２ ） 処 分 庁 は 、 当 該 預 金 口 座 に 入 金 さ れ て い る も の が 友 人 の 給 与 で あ る こ と を

＼ 証 明 す る た め 、 友 人 の 雇 用 主 の 証 明 書 の 提 出 を 請 求 人 に 対 し 求 め て い る が 、い

二　　 証 明 事 項 の 具 体 的 な 指 示 は な く 、請 求 人 と は 雇 用 関 係 に な い 友 人 の 雇 用 主 に

依 頼 す る こ と は 請 求 大 に と り 極 め て 困 難 で あ り 、 法 第 １ 条 及 び 第 ２ 条 か ら ず

れ ば 事 実 め 挙 証 責 任 は 処 分 庁 に あ 叭 そ れ を 請 求 人 に 求 め 、 自 ら 似 調 査 を 怠

∧　 づ で 不 確 か な 事 実 確 認 の ま ま 申 請 却 下 ど し た 本 件 処 分 は 不 当 で あ る ．　・

１　　
∧　

．／　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ブ　　　　　　
‘ ≒　　　

・ 丶
．　　　　　　　　　　　　　 一一

第 ２　 認 定 事 実 及 び 判 断 ＼　　　 ∧　　 ＼　 ‥　　　　 、 ＞　 ヤ ｀

二 １ ＼ 認 定 事 実 卜　　　　　　　　 犬　　 い　　 犬

（ １ ） 請 求 人 は 平 成 ２ １ 年 ４ 月11 ≡|処 分 庁 に 対 し 生 活 保 護 申 請 を 行 い 、 処 分 庁 は

’　 こ れ を 受 理 し た こ と6　　 上　 っ　　
二　　　 ・　．･・ ．・ ．　　　　

・
．･　･･．･

（ ２ ） 処 分 庁 は 調 査 を 行 い 、 請 求 人 名 義 の 預 金 口 座 に 給 与 振 込 が あ る こ と を 確 齠

七 た こ と ．　　 ‘　　　　 ダ ゾ　　　　　　　　　　 ト　　 づ　 ｊ

･（ ３ ）
こ
請 求 人 と 友 人 は 平 成 ２ １ 年 ４ 月 １ ７ 日 処 分 庁 に 来 庁 し 、 当 該 預 金 口 座 は 友

｜　　　　　　　 丶　　　　　I　　　　　　　　　　　　　　　　I ¶　　　　　 ¶　　　　　　¶　　　　　　　 ・
人 の 依 頼 に よ り 請 求 人 名 義 の 預 金 口 座 を 作 成 し 貸 与 し た も の で あ る こ と 、友

人 は 請 求 人 め 名 を 騙 り 就 労 し そ の 給 与 が 当 該 預 金 口 座 に 振 り 込 ま れ て い る

、
こ と. 、請 求 人 名 の 渾 泉 徴 収 票 及 び 請 求 人 あ て の_ ＝ 二 二 』 漿長 の 文 書 の 写

、　　　　 ・　　 ．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 、し を 提 示 七
、 そ れ ら が 実 は 請 求 人 の 名 を 騙 る 友 人 に 発 行 又 は 送 付 さ れ た･ も の

で あ り
、 そ れ ら に 記 載 さ れ た 請 求 人 の 生 年 月 日 が 請 求 人 の 年 齢= と 異 な る こ と

卜　 を も
こ七）て 当= 該 預 金､ 口 座 及 び 入 金 さ れ た 給 与 が 友 人 の も の で あ る 旨 主 張 し た

･■　　　 丶
こ と ．　　　　　　　　　　　　　　　 ＼　　　 、つ　 丁　　 二　　 ｀I

∧ （ ４ ）処 分 庁 は
、請 求 人 に 対 し 、友 人 の 上 申 書 で は 証 拠 能 力 が 不 十 分 な こ と か ら 、

．
証 拠 と し て 友 人 の 雇 用 主 の 証 明 を 求 め た が 、 生 活 保 護 申 請 却 下 決 定 に 至 る ま

で に 提 出 さ れ な か っ た こ と ．　　 ∧　　　　　　　 二　　
ｊ

・　　　　　　　　　　　　 ｌ　．　　　　　 ’　 ．　　　　　　　　　　　 ●　　　　　　・㎜　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｒ　 ．　　　　　　　　・ 』
（ ５ ） 請 求 人 、 審 査 請 求 代 理 人 二 二 ・ 及 び 友 人 は 平 成 ２ １ 年 ４ 月 ２ ３ 日 処 分 庁 に

＼　　 来 庁 し
、 友 人 名 の 上 申 書 を 提 出 し 、 ま た 当 該 預 金 口 座 を 解 約 し た こ と を 説 明

ダ　　 し た こ と ．　　　 卜　　　 －　　　 ∠　　　　　　　 ご　 ．　　 卜

（ ６ ） 平 成 ２ １ 年 ４ 月 ２ ７ 日 、 処 分 庁 は ケ ー ス 診 断 会 議 の 結 果 、 雇 用 主 等 第 三 者

ユ　
∧ か ら の 証 明 が な い 限 り は 、 当 該 預 金 に|座 入 金 の 給 与 を 請 求 人 の 給 与 収 入 と し

て 認 定 せ ざ る を 得 な い と し て= 、 要 否 判 定 の 上 、 去p 下 す る こ と と し た こ と ．

（ ７ ） 平 成 ２ １ 年 ４ 月30 ‘ 日 、 処 分 庁 は 請 求 人 に 保 護 申 請 却 下 通 知 書 を 交 付 し た

コ　　　　 こ と ．　　　･ １　　　　　　　 ・　　 ．　
・　　　　　　 ．・　　 ．･　　　．．　　・　　．･’　　・　　　 Ｉ　　　　　　　 ／　．
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（８）請求人は、平成２１年お月」／2日付けで友人の雇用主の証明書を入手し、
これを添付して平成２１年５月１ｊｌ≡|付けで再度生活保護の申請を行い、保
護開始決定されたことﾑ　ｺ　　 犬　 ‥ 、　　 上　　　　　　　 い

（９）請求人は、平成2 ＼1年６月１８日付けで本件審査請求を提起jしたことＯ　ヶ

２　 判 断 卜 十　　 ＼　　 ＼　　 。･

（ １ ） 法 第 ４ 条 第 １ 項 は 、 保 護 は 、 生 活 に 困 窮 す る 者 が 、 そ の利 用 し 得 る 資 産 、

能 力 そ の 他 あ ら ゆ る も の を 、そ め 最 低 限 度 の 生 活 の 維 持 の た め に 活 用 す る こ

∧と を 要 件 と し て 行 わ れ る と 規 定 し て い る 。　　　　 ／　　　　　 ト　　 ト

､（２ ）利 用 し 得 る 預 貯 金 が あ れ ば 活 用 す る こ と が 生 活 保 護 の 要 件 で あ り √請 求 人

へ の 生 活 保 護 め 適 卅 に は 、請 求 人 が 請 求 人 名 義 の 預 金 口座 め 活 用 を 図 る こ と

、 が 前 提 と な る が 、誚 求 人 は 処 分 庁 に 対 し 、当 該 預 金 口 座 は 友 人 の 依 頼 に よ り

作 成 し 貸 与 し た も の で 友 大 め 管 理 下 に あ･り 、諳 求 人 に は利 用 し 得 な い 資 産 で

卜 あ る 旨 主 張 し て お り 、そ の 事 実 関 係 が 確 認 で き れ ば 当 該 預 金 口座 を 請 求 人 の

二 資 産 か ら 除 外 す る こ と に な る。十　　　　 ‥　 、　　　　　　　　 卜

り（ ３ ） 請 求 人 は 、 処 分 庁 へ 友 人 名 の 上 申T書 を 提 出 し 、処 分 庁 は 、友 大 の 上 申 書 で

∧ は 証 拠 能 力 が 不 十 分 と 判 断 し 、 証 拠 と し て 友 人 の 雇 用 主 め 証 明 を 求 め た が 、

▽　 こ の 処 分 庁 φ 判 断 は 妥 当 で あ る 。‘　　 イ　　　　　　　　　　 ト

ま た 請 求 人 は 、処 分 庁 ぺ 請 求 人 名 の 源 泉 徴 収 禀 及 び 請 求 人 あ て の二

丿
課 長 の 文 書 の 笋 し を 提 示-し て い る が 、こ れ ら=の 書 類 で 雌 、友 人 が 請 求 人

の 名 を 騙 っ て い た こ と を 推 測 で ぎ る に 過 ぎ な い 。　　 つ　　
‥
‥‥
‥

（４ ）処 分 庁 は 、友 人 の 雇 用 主 の 証 明 の 提 出 を 指 示 し た が 提 出 が な か っ た た め 当

・　　　　　　・　　　　　　　Ｉ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・

該 預 金 口 座 入 金 の 給 与 を 請 求 人 の 給 与 収 入 と し て 認 定 し 、一 方 請 求 人 は 、処

分 庁 か ら 証 明 事 項 の 具 体 的 な 指 示 が な か っ た こ と 、請 求 人 と は 雇 用 関 係 に な

丶I　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Iい 友 人 の 雇 用 主 に 依 頼 す る こ と は 請 求 大 に と り 極 めて 困 難 なこ と を 主 張 レ
●　　　　　　　。．　　　　　　　　　　　Ｉ　　　、 ●　　　　　　　　　　　　　｜

卜 て い る が 、請 求 人 か ら 処 分 庁 へ め 相 談 、処 分 庁 か ら 請 求 大 へ め 進 捗 状 況 の 確

認 等 、お 互 い が 意 思 疎 通 を 図 る よ う努 力 す れ ば問 題 は 発 生 し な か っ た も の と

思 慮 さ れ る 。ニ　　　 ダ　　　　　　　　　　　　　 ∧ ’　 二

（ ５） 処 分 庁 は 、 法 第 ２ ９ 条 が 保 護 の 決 定 又 は 実 施 の た め に 必 要 が あ る と き は 、

要 保 護 者 の 資 産 及 び 収 入 の 状 況 に つ き 、銀 行 、信 託 会 社 、要 保 護 者 若 し く は

そ の 扶 養 義 務 者 の 雇 主 そ の 他 の 関 係 大 に 報 告 を 求 め る こ と が で き る と ざ れ

て お り 、請 求 人 の 給 与 収 入 と し て 認 定 す る に あ た り 疑 義 が あ る 場 合 ば そ め ’雇

主 に 報 告 を 求 め 、･そ れ を 踏 ま え 保 護 の 要 否 を 決 定 す る必 要 が あ っ た が 、･こ れ

･が 行 わ れ な い ま ま 却 下 決 定 処 分 に 至=つ た こ と に つ いて は 、申 請 に 対 し 十 分 な

一 調 査 を 行 わ ず に 保 護 の 要 否 を 決 定 し た と い うこ と で あ り 、不 適 切 で あ る と言

づ わ ざ る を 得 な い 。　　　　　　 こ　　　　　 ∧　　　　　　　　　 匸　 ／

气 ６ ）平 成 ２ １ 年 ５ 月 ！ ３ 日付 け で 再 度 生 活 保 護 り 申 請 が 行 わ れ 、友 人 の 雇 用 主

の 証 明 書 の 添 付 を 契 機 と し て 事 実 確 認 が 行 わ れ 保 護 開 始 決 定 さ れ た こ と を

庠
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踏 ま え れ ば 、 最 初 の 申 請 の 段 階 で 処 分 庁 に よ る 事 実 確 認 が 行 わ れ て い れ ば 、

’　　　・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　･■　　　・そ の 段 階 で 保 護 開 始 決 定 さ れ てjい た も の と 考 え ら れ る 。

ａ　結　論　 ∧　　　　　　　　　　　 ．・･･･　．･・．･･　･･　　　　　　　．・
以上めとおり、本件審査請求は理由があると認め、行政不服審査法第４０条第

・３項め規定を適用し、主文のとおり裁決する．　　　　　　　つ　　　　卜

平成２１年　７月　７日

審査庁　山形県知事 吉村　美栄

リ


